
含有していないほど、
小麦アレルギーの

患者は安心！！
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【グルテン含有】

10ppm
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0

セリアック病 　×
小麦アレルギー 　×

セリアック病 　○
小麦アレルギー 　×

グルテンフリー表示不可

グルテンフリー表示が可能

原材料表示必要

原材料表示不要

国内の表示制度（食品表示法）

定量限界値以下の米粉製品への新しい
表示により国内・海外市場へアピール

○アレルギー物質を含む食品に関する表示

実用可能な
定量限界値

FDA（米国食品医薬品庁） 
EC（欧州委員会）

「数㎍/ml濃度レベル（＝数㎍/g（ppm）含有レベル）に
満たない場合は原材料表示の必要はない」　
※我が国は、10 ppmを小麦アレルギー表示をする
　境目としている

欧米のグルテンフリー表示制度

注）この図の「小麦アレルギー」には、小麦に含まれる水溶性
タンパク質（グルテン以外のタンパク質）が誘発するア
レルギーは含まない。

【欧米のグルテンフリー表示制度】
●セリアック病＊管理対策のための表示制度であり、

表示対象食品のグルテン含有の基準は２０ppm。
●小麦アレルギーの患者の中には、グルテン含有２０

ppm以下の食品でも発症する患者が存在。
＊小麦等に含まれるグルテンに対する免疫反応が引

き金になって起こる慢性自己免疫疾患。小腸の粘膜
が炎症を起こし下痢等を発症。 遺伝性の疾患で欧
米人に多い。

米粉製品のグルテン含有と欧米・国内の表示制度

「ノングルテン」と「グルテンフリー」の違い

ノングルテン米粉表示
〈2017年3月に決定した世界で初めての自主基準〉

欧米のグルテンフリー表示
〈FDA（米国食品医療品庁）、EC（欧州委員会）等〉

目　　的

世界のグルテンを摂れない子どもたち
などの需要に対し、世界最高水準のグル
テン含有量検査法を活用したノングル
テン表示で高い安心感を提供すること
により、日本産米粉をアピール

セリアック病対策

表示の対象 日本産の米粉
（※米粉加工製品は『ノングルテン米粉使用』表示でアピール）

自国（地域）内で流通する食品

表示が可能な
グルテン含有量の範囲 1ppm以下 20ppm未満／20ppm以下




